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令和 6年度 第 2回松戸市脱炭素専門部会 会議録 

  

1 日  時：令和 6年 10 月 23 日(水)13：30～15：30  

2 場  所：オンライン  

3 議 事（１）：再エネ導入促進制度に関する他自治体ヒアリング調査について 

議 事（２）：情報提供－東京都における太陽光発電設置義務化制度について 

議 事（３）：松戸市における再エネ促進制度の設定方針について 

議 事（４）：再エネ導入促進区域の検討について 

 

4 出席者： 【委員】  

・奥 真美  部会長  

・濱島 憲二 副部会長 

・有田 智一  委員 

・芦名 秀一 委員 

・岡田 真弓 委員 

・角田 辰弘 委員 

・武田 学 委員 

【事務局】  

・瀬谷 眞一 （環境政策課長） 

・奈良場 健 （ゼロカーボンシティ推進担当室長） 

・松本 優子 （補佐） 

・松戸 孝雄 （主幹） 

・舟橋 琢磨 （主任主事） 

・樋渡 智哉 （主任主事） 

・小泉 貴彦 （補佐） 

・菊地 浩之 （主幹） 

【傍聴者】  

な し  

【情報提供者】  

・吉野 正禎 （東京都環境局気候変動対策部環境都市づくり課長） 
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5 内容   

(事務局)  それでは定刻となりましたので、ただいまから、「令和6年度 第2回

松戸市脱炭素専門部会」を始めさせていただきます。司会を務めさせて

いただきます舟橋と申します。よろしくお願いいたします。 

本日、有田委員から、15時からの参加になるとのご連絡をいただいて

おります。 

 本日は議事（２）東京都における太陽光発電設置義務化制度について

情報提供をいただくため、東京都環境局気候変動対策部環境都市づくり

課の吉野課長にご参加いただいております。 

それではここからの議事進行を奥部会長にお願いしたいと思います。 

奥部会長、よろしくお願いいたします。 

(奥部会長) わかりました。皆様こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

はじめに本日の委員の出席状況について報告をお願いいたします。 

(事務局) 本日は現時点で出席者は 6 名となっており、松戸市環境審議会条例第

8 条第 2 項に基づき、委員の過半数の出席により本会議が成立すること

を報告します。 

(奥部会長) ありがとうございます。本会議は成立しているとのことです。 

本専門部会は、公開が原則となっておりますが、今回の傍聴希望者い

らっしゃいますでしょうか。 

(事務局) 傍聴につきましては、事前の申し込みとしており、傍聴者の希望はご

ざいませんでした。 

(奥部会長) それでは事務局から資料について確認をしていただきたいと思いま

す。事務局、お願いいたします。 

(事務局) 資料につきましては、次第に記載しているものを事前にお送りしてお

りますので、順次共有しながら説明させていただきます。 

(奥部会長) それでは、議事に移りたいと思います。 

本日の議題は次第にございますとおり、 

（１）再エネ導入促進制度に関する他自治体ヒアリング調査について 

（２）情報提供－東京都における太陽光発電設置義務化制度について 

（３）松戸市における再エネ促進制度の設定方針について 

（４）再エネ導入促進区域の検討について 

と進行いたします。 

では、早速ですけれども議事（１）再エネ導入促進制度に関する他自

治体ヒアリング調査について、事務局からご説明お願いいたします。 



3 

(事務局) 私の方から、資料 1 に基づいた説明をさせていただきます。こちら画

面共有をしながら説明いたします。 

まず前回の第 1 回の部会から進んだ話となりますが、制度の内容の検

討の参考とするために、他自治体で行われている先行制度について、ヒ

アリングを行いました。 

ヒアリングの対象となった 5 つの自治体は東京都、川崎市、京都府、

群馬県、そして現在制度の検討を進めている相模原市でございます。 

簡単に結果を説明させていただきます。 

まず制度の検討の背景としまして、大きくはやはり、建物への電力を

満たす有効な資源となりうることや、市内で最も多い導入ポテンシャル

が建築物に由来するというところが、制度の検討の背景となっておりま

す。それに加えて、群馬県ですと、2050 年に向けた 5つのゼロ宣言を発

出しており、そのうちの 1 つに「災害時の停電ゼロ」という目標を掲げ

ています。そういった BCP の観点で制度を検討した自治体もございま

す。 

また、検討にあたっての論点として、コスト感やインセンティブに加

え、他制度との整合性が挙げられております。相模原市ですと、建築物

省エネ法に基づく促進区域制度との連携が論点として挙げられておりま

す。 

工夫した点・独自の視点といったところも調査させていただきまし

た。東京都ですと、義務対象と見込まれる事業者等を個別に訪問すると

いった点や、外部専門家として制度対象事業者や業界団体等への意見聴

取を実施したことなどが挙げられておりました。川崎市ですと、対象事

業者はその範囲が明確になるよう、一律に建築確認申請書の「工事施工

者」としているところが挙げられております。群馬県ですと、再エネ設

備導入量について上限値を設けないことで、さらなる再エネの導入を促

進するといった点が挙げられておりました。 

続きまして制度の細かい内容に入って参ります。 

対象者の設定基準について伺いました。東京都では目標達成に向けて

制度の対象とする事業者規模を最小限とすることや、国の住宅トップラ

ンナー制度の対象との整合性を踏まえた設定としています。また、川崎

市では、先ほどの通り、中小規模建築物においては建築事業者、工事施

工者が対象となるように規定しています。京都府ですと、省エネ基準へ

の適合義務の範囲に基づき対象者を設定しているようです。群馬県です

と、令和 3 年度までの建築物省エネ法の適合義務化の対象と同様に

2,000m²以上を対象に設定しています。また相模原市ですと、国の温対

計画において「新築戸建て住宅の 6 割に太陽光発電設備が設置されてい
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ることを目指す」としていることや、東京都や川崎市の制度を参考に検

討中であるといった回答が返ってきております。 

続いて設置基準量の設定についてです。東京都ですと、各種調査や事

業実施結果等を踏まえ設置基準係数というものを導き出し、そこから設

置基準量を算定しています。また、川崎市ですと、隣接する東京都を参

考にということもございますが、設置基準率は、市の設置実績において

6割以上が 5％未満である状況を踏まえ、原則設置可能な屋根面積の 5％

と規定したとのことです。中小規模建築物を対象とするものですが、棟

当たりの基準量は設置実績等や、災害時・停電時におけるパワコンの自

立運転の上限が太陽光の出力に関係なく、一般に 1.5kW までであること

等を考慮して、2kW と規定しているようです。京都府ですと、大規模建

築物は導入実績をもとに、延床面積当たりの再エネ導入量のトップラン

ナー分析を行い、上位 10％相当の基準に設定しています。この大規模建

築物については上限を設けておりまして、その理由としては、導入量が

50kW を超えると自家用電気工作物なるので、そういった負担が過大とな

らないように、上限を設定しているとのことです。中小規模の建築物に

ついては、大規模建築物における年間一次消費エネルギーの平均値の

1％と設定しているようです。群馬県については、事業用太陽光の導入

容量の下限値が一般に 10kW と言われていることもあり、そちらを基準

に設定しているようです。相模原市に関しては、対象者の設定基準と同

様に、国の温対計画や、東京都、川崎市を参考に現在検討中となってお

ります。 

では続きまして、2 ページに参りますが、こちら除外規定についてで

す。東京都では、土地価格が高く狭小な住宅が多い点から、これらの住

宅を除外対象としています。京都府では、敷地面積が狭く階層が多いた

め屋根面積が限られる住宅が多く、同様に除外対象としています。川崎

市や群馬県に関しては、建築物省エネ法における除外適用を参考に設定

しているという返答が返ってきております。 

続いて、代替措置についてです。東京都では都内既存住宅への新規設

置を義務基準量の 2 割まで計上が可能という代替措置を設けておりま

す。また、川崎市では、既存建築物への設置や、特定開発事業区域内へ

の設置、オフサイト PPA、そして再エネ調達などを用いることで代替可

能としています。京都府ですと、条例の改正による義務拡大に伴い、建

築物同一敷地内の駐車場などへの設置も認めることで、要件を緩和して

おります。群馬県に関しては、検討は行ったものの、代替措置の実行に

は至らなかったと返事を寄せられています。 

続いて関係主体や協議内容についてです。東京都ですと、庁内関係各

課、特に住宅の政策の建築に関するところの部署との情報共有を行って
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おります。また、建築供給事業者への意見聴取などを実施しておりま

す。他にも、太陽光パネルメーカー各社へのヒアリングや、太陽光発電

協会と川崎市との三者連携協定を締結することで、太陽光パネルの設置

の促進をしております。川崎市ですと庁内関係各課への制度の設定に向

けた会議を開催しており、加えて、関係事業者へのヒアリングや説明会

を実施しています。また、建築確認審査所管課と消防局、一般送電事業

者との協議を実施したとのことです。京都府でも同様に、庁内建築関係

課や、同時期に義務化制度を検討していた京都市の関係各課との協議も

実施したとのことです。また、業界団体へのヒアリングや説明に加え、

府環境議会への諮問も実施したとのことです。群馬県については、市町

村と業界団体に、事業者の負担感などを確認する協議を行ったようで

す。また、建築士事務所協会などに、条例施行日や規則、導入量、県の

支援策などの協議を実施しています。さらに、県関係課への建築確認申

請の件数及び申請内容を確認しているとのことです。 

事前の制度の周知について、いずれの自治体も、説明会の開催や、

SNS やパンフレット等を通した PR などを、事前周知の方法として挙げて

います。 

関連補助制度について、東京都、川崎市、京都府では、義務化制度と

連携した補助制度がございまして、特に京都府においては、条例義務を

1kW 以上超えて設備導入する場合に補助を実施するといった他と異なる

要件を設けています。 

制度の課題として挙げられたものをご説明いたします。東京都です

と、新しい制度のために、報告書作成の実務を制度対象者が円滑に実施

できるかは課題として残っており、そのための支援システムを構築して

いるとのことです。また、川崎市ですと、中小規模建築物においてはハ

ウスメーカーなどが義務対象者となりますが、義務対象者と設備設置の

判断を行う施主、住宅購入者が異なることもありますので、設備設置へ

の理解の普及が必要という課題を挙げられております。京都府について

は、制度設立の当初は 2,000m²以上のみを対象としておりましたが、令

和 4 年に改正し、300m²以上を対象としており、改正により拡大した業

務対象について申告漏れがあるため、建築士への周知が課題となってお

ります。群馬県においては、建物の竣工時期と再エネ設備の導入時期の

整理が必要という課題が挙げられております。 

資料 1の説明は以上となります。 

(奥部会長) 説明ありがとうございました。 

東京都の制度につきましては後程、吉野課長からお話しいただけます

のでその時にご質問いただければと思います。何か他の点でも他の自治

体についてでも、この資料に関連して確認されたいところはございます



6 

か。発言希望される場合には挙手ボタンでお知らせいただけると、一番

わかりやすいのですが、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

では自治体での導入検討状況ということでの情報提供いただいたとこ

ろで、これを参考にして、松戸の制度のあり方について、議論をしてい

ければと思います。 

ではご質問等ないようでしたら、議事（２）情報提供―東京都におけ

る太陽光発電設置義務化制度についてということで、吉野課長に本日、

ご出席いただいております。 

どうぞご説明の方、よろしくお願いいたします。 

(吉野課長) 東京都環境局の吉野と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

東京都の方で、太陽光の義務化制度を来年 4 月から始めるということ

で、今準備を進めているところでございますが、様々な自治体にもぜひ

波及していただきたいと考えておりまして、そういった中で本日、この

ようにご説明の場を設けていただき、どうもありがとうございます。 

それでは資料の方を説明させていただきます。 

本日は報告書制度の、特に制度を作っていくときの過程や、事業者へ

のヒアリングといったところの説明ということで、制度のポイントも含

めてご説明させていただきます。 

東京都では 2030 年カーボンハーフという目標を設定しておりまし

て、これに向けて様々な取組を進めているというところでございます。 

今回、新築住宅太陽光設置義務化でございますが、先ほどもお話が出

ていたように、CO₂排出量の7割が建物のエネルギー使用に起因をしてい

るということ、それから、今新築建物を建設されますと、これが長期に

わたって使用されるということで、今から新築住宅に着目して、対策を

立てていくことが非常に重要であると。東京都の場合、たくさん住宅が

ありますけれども、あまりパネルが今乗っている状況ではないというと

ころでポテンシャルがかなりあるのかなという認識でございます。 

次のページは、我々の制度の全体像でございますが、これは横軸の左

が新築で、右が既存の建築物で、縦軸の上が大規模で、下が中小という

ところで、水色のところ、これまでいろいろな制度があったところでご

ざいます。例えば、大規模の既存のところですとキャップ＆トレード制

度というものがあります。ただ、新築の中小規模の戸建て住宅の制度が

なかったので、ここを新設しました。合わせて他の部分についても、こ

のタイミングで条例改正を行いまして、一連の制度改正を行ったところ

でございます。 

続いて、建築物環境報告書制度と呼んでおりますけれども、こちらに

ついての概要でございます。 
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事業者の皆様に義務づけている 5 つの事項ということで、太陽光の話

がよくクローズアップされますが、断熱・省エネ性能の確保や、電気自

動車充電設備等の設置というところもございます。それから、施主や購

入者に対して、事業者の方から、この環境性能を説明していただくとい

うこと。そして、その事業者の対応状況について報告をしていただくと

いうところもございます。 

次、こちらがもう少し細かい資料になりますけれども、制度の概要の

一番上のところです。制度の対象事業者としては、年間都内への供給延

床面積が 2万 m²以上の事業者、こちらを対象とすることが基本となって

おり、それで建物の規模は 2,000m²未満となっております。 

制度の基準でございますが、断熱・省エネ性能基準については、国の

住宅トップランナー制度を基に設定をさせていただいております。再エ

ネ設置基準については、事業者の方に求めている基準がございまして、

こちらは設置可能棟数、それから算定基準率、棟当たりの基準量をかけ

合わせたものとなっております。 

設置可能棟数でございますが、これは屋根面積がある程度小さい狭い

場合は、除外可能としております。算定基準率については、記載の区域

ごとに、こちらの率をかけます。棟当たりの基準量としては 2kW と設定

しておりますので、1 年間かけて、事業者にこの基準を達成していただ

くという形になっております。それから代替措置についても用意してお

りまして、都内既存住宅への新設というところで、代替というふうに使

っていただいております。その他 ZEV 充電設備や、説明義務の制度も用

意しています。 

続いて、こちら制度対象者、他の区分について少し詳細なご説明にな

っております。先ほど申した 2万 m²以上の事業者について、こちらも間

違いなく義務対象になりますけれども、5,000m²以上ですと、任意参加

も可能ということにしておりますので、手を挙げていただいて、制度に

参加していただくことも可能となっております。 

こちらが説明制度ですが、あくまで義務付けは、事業者を対象にして

いるわけでございますが、注文住宅の施主や、分譲住宅の購入者にも、

ぜひ環境配慮していただきたいということで、条例上は努力義務を課し

ておりまして、事業者の方から、これから建てたり売ったりする住宅の

環境性能を説明して、ご判断いただくという仕組みにしております。 

続いて、条例改正に係る議論の過程というところでございますけれど

も、こちらまず、令和 3 年 9 月に知事の方から義務化の検討表明がござ

いました。そして審議会に諮問し、令和 4 年に入り、「中間のまとめ」

が提出され、そこから本格的に基本方針や、条例づくりが始まったとい

うところで、合わせてパブコメについても行っているというところでご
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ざいます。そして8月に基本方針を策定し、後程ご説明しますQ＆Aを公

表しております。併せて専門家の方に、細かい部分についてご意見を聞

く、検討会も始めているというところでございます。9 月に基本方針を

策定し、12 月の議会で改正されたというところでございます。 

この一連の中で、右側に矢印下向きに出ておりますが、東京都の方

で、住宅供給事業者やパネルメーカーに対して、ヒアリングを継続的に

行ってきたというところでございます。東京都の義務対象者、想定約 50

社、都内ございまして、その50社に対して、今まで6回ずつヒアリング

をしております。我々の部署の方で、担当の会社を決めて、担当制のよ

うな形にして、定期的にいろいろなヒアリング・意見交換をしてきたと

いうところでございます。 

公開が難しいため、ヒアリング事項については画面投影のみとなりま

す。ヒアリング事項としては、例えば、都の制度についてどのように受

け止めているかのご意見や、PV 付き住宅の販売時における課題について

伺いました。さらに、事業者の状況として、PV 搭載率がどの程度か、ま

た初期ゼロスキームの観点で、初期費用がかかることへの懸念があるた

め、ハウスメーカーとして初期費用軽減の仕組みを準備する予定がある

かについてもお聞きしています。ネガティブな側面として、安全性や災

害リスクに関してどのように考えているか、また補助金や補助金以外の

支援の必要性についても伺いました。事業者の中には義務履行ができな

いところもあるため、現実的な代替措置がどのようなものなら有効かに

ついても聞くなど、定期的に意見交換を行ってきました。 

こちらのスライドは、パブコメの状況でございます。令和 4 年 5 月か

ら 6 月にかけて、4,000 近くのご意見が集まっており、賛否を問うもの

ではございませんが、賛成意見としては 56％いただいているというとこ

ろです。特徴として、若い世代の方の賛成意見、若い方々の環境意識の

高まりというのがわかったかなというところでございました。 

それから、東京都の方で先ほどちょっと出た Q＆A というものを公開

しております。令和 3 年 4 月に、知事の方で制度検討の表明があってか

ら、様々なご意見、不安な点も含めて、いただいております。都民の

方、それから事業者の方から、議会筋もそうですけれども、そういった

ものを、お答えできるようにと整理されたものでございます。 

今現在に至るまでいろいろなものを追加していて、ページ数が多岐に

わたっていますが、例えば設置義務者が都民個人になるのではないかと

いう誤解が当初非常に多かったので、そういう点や、環境性能や防災面

もありますが、やはり経済メリットが一番都民の方にご理解いただきた

いところで、そこを定量的に数字でもって記載をさせていただいており

ます。我々が先人を切って条例制度を行ったところもあり、法律との関
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係性で違憲ではないかというようなご意見もいただきましたので、そこ

のところはリーガルチェックも含めて行い、その考え方についてもご紹

介しています。それから災害リスク、地震であれば倒壊したときにパネ

ルの重量で建物が倒壊するのではないか、火災については消火が難しい

のではないかといったご意見に対する不安を解消するような内容が記載

しています。最近は、PV システムを原因とする無線設備への妨害犯が出

ているという話がありますので、我々の方針を示したところでございま

す。また、パネルを撤去するときに、そのリサイクルができるのかとい

う問題については、ゆくゆく、廃棄が多くなったときの対応について示

していくと。それから、人権問題や賦課金についてもご意見をいただき

ましたのでそういうところもしっかり、ここで記載をさせていただいて

いるところでございます。 

この辺のところが、制度を開始するにあたって課題だったかなという

ところでございます。 

参考に、現在の取組状況でございますが、義務対象者となる大手ハウ

スメーカーはほぼ取組検討が進んでいるところでございます。やはり注

文住宅をやっているところは、すでにパネルを設置していまして、いろ

いろな商品が出てきているのかなというところです。一方、分譲住宅に

ついては、取組がこれからというところでございますが、初期ゼロでや

るという傾向が強いのかなと考えております。集合住宅はもう 1 歩遅れ

て、いろいろな取組が徐々に始まっているという状況であると考えてお

ります。 

都民理解の促進も重要ということで、相談窓口を設けまして、現在ま

で 8,000 件以上の問い合わせを受けているところでございます。普及啓

発に関していろいろな媒体を通じて情報発信をしておりますが、まず

は、住宅を購入している方をターゲットにして、そこから広げていく

と。そういう考え方で、こういった特設サイトを設けて今年はハローキ

ティとのタイアップをやっています。 

それから表彰制度についてですが、こちら事業者向けに、表彰制度を

設けまして、今年の 2 月に知事から表彰をさせていただき、プレゼンテ

ーションを行っていただきました。 

続いて都民の認知度についてですけれども、現在、新築を購入する方

の 7 割以上、それから都内に限れば 8 割以上の方に、認知していただい

ている状況でございます。 

最後に支援策でございますが、事業者の方々と対話を重ねながら、ど

のような支援があったらいいかというところも検討していく中で、事業

者向けの支援としては、こういう形のものを行っております。例えば、

新たに、環境性能の高い住宅モデルを開発する事業者に対して補助を設
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けて、住宅のラインナップを増やしていただくというという取組や、優

れた機能性を有する PV システムの支援ということで、通常のパネルよ

りも進んだ小型のものであるとか防眩型のものであるとか、こういうも

のに対しては補助を少し上乗せするということで、製品を認定して、補

助をするとさせていただいております。この辺の支援策については東京

都だからできるのではないかという声もよくいただきますが、住宅モデ

ルのラインナップの多様化というのは、他の自治体にも波及していくも

のかなというふうに考えています。 

それでは資料の説明は以上とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

(奥部会長) どうもご説明ありがとうございました。 

それではただいまご説明いただきました内容について、それから資料

1 で、ご紹介いただいた東京都の制度の情報に関連してでも、ご質問等

ありましたらお願いいたします。 

皆様が考えていらっしゃる間に私から幾つかお伺いしてもよろしいで

しょうか。 

まず、スライドの 5 に非常に多様な情報が盛り込まれていたかと思い

ますが、算定基準率の考え方について少しご説明いただけるとありがた

いと思います。こちらが一点目。 

それから、利用可能な再エネというところで、太陽光の他、太陽熱や

地中熱等も可というふうになっていまして、基本的にメインは太陽光だ

と思いますが、この「等」の中に何が含まれているのかについても、確

認させていただければと思います。そちらが二点目です。 

三点目ですが代替措置として、既存住宅に載せる場合、上限 2 割とし

て算入できるということなのですが、この 2 割とした理由、冒頭でもご

説明あったように、これから作られてから、新築が今後長く使われるの

で新築を中心にという考え方は、もちろんそれが前提になっているとい

うことだと思うのですが、でもこの 2 割は既存で良いというところに、

このラインを設定したという、その根拠、考え方も教えていただけると

ありがたいと思います。 

(吉野課長) ご質問ありがとうございます。 

まず一律のところでございますが、こちらの算定基準率については、

まず区分が 3 区分ございます。青いところ黄色いところ緑のところ、こ

こについては、どこで建てたかによってこの％をかけていただくという

形にしております。この考え方は日照条件から算出しました。一律の場

合、これは 85％となっていまして、区分でやるか一律でやるかは事業者

の選択となっています。どこの地域で建てても 85％を使うという事業者
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もありますし、基準率を分けて算定したいところは、それぞれの数字を

かけ合わせています。 

続いて太陽光以外のところでございますが、太陽熱、地中熱、それか

らその他の再エネ設備というところで、現在は太陽熱、地中熱を設けて

いるところでございます。 

それから代替措置について。こちら詳細な資料を今持ち合わせていな

いため、お出しできませんが、必要に応じて、後程当時の資料を、事務

局を通じて提供可能かどうか確認させていただきたいと思います。 

とりあえずご回答は以上です。 

(芦名委員) 本日ご説明いただきありがとうございました。今回深くいろいろと詳

細まで伺うことができて、大変勉強になりました。 

議論の経過の中で、住宅事業所の方やパネルメーカーの方と 5 ラウン

ドぐらいお話をされたということではありますが、それは同じ方に 5

回、6 回話を聞いたという話なのか、50 事業所をグルーピングして、順

繰りに話を聞いたのかどちらになるのでしょうか。 

というのはおそらくこの松戸市の中でもそういった制度を作っていく

際に、いろいろな方と事業者含めてお話をしていく形になるのだろうと

は思いますが、東京都が同じ方に 5 回 6 回話を聞いて制度アップデート

するようなプロセスをとっておられるのか。グループに分けてお話を伺

っているのかというところでも、またアプローチの仕方が変わってくる

のかなと思うので、そこを伺いたいです。 

(吉野課長) ありがとうございます。 

こちらについては 50社を 6回ですので、300回ぐらいということにな

ります。我々の体制としては、大体 5、6 人 5、6 名の体制で、東京都と

しては毎回毎回全社回ると。やはりここは気合いを入れて、顔を突き合

わせて、向こうの窓口も決まっていますので、先方の窓口と顔が繋がる

形でいろいろな意見交換ができるようにさせていただきました。 

先方も、毎回毎回ヒアリング内容が異なりますので、設計部門の方が

対応していただくことが多かったのですけれども、その質問内容によっ

て様々な部署の方にもご同席していただきながら、いろいろな声を頂戴

できたところでございます。 

(芦名委員) ありがとうございます。1 個だけ追加で質問させていただきたいので

すが、今のように全社回ったというと、初めのころと最後の頃で、こう

いった制度を入れますと、或いは東京都がこういうことを始めるという

ことに対して事業所なりハウスメーカーの方の感じ方というか、その辺

りはどう変わっていったのでしょうか。 
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何かその辺り、もしお感じになられているところがあれば差し支えな

い範囲で結構ですので、教えていただければと思います。 

(吉野課長) ありがとうございます。先ほど注文住宅と建売分譲で分けて若干ご説

明したと思うのですが、事業者によって取組についてばらつきがござい

ます。大手のハウスメーカーはもう既に何もやらなくても、義務基準が

達成できるというところもありますし、分譲事業者は、全く何もやって

いないので一からというところもあります。企業の取組姿勢も様々で

す。当然、最初は前向きではないところもございましたが、顔つき合わ

せる中で、丁寧にご説明していく中で、後ろ向きだったところも、前向

きに取り組んでいただきまして、結果として今現在ほぼすべての事業者

に取組んでいただいている状況でございます。 

(濱島副部会長) 吉野課長ありがとうございます。 

事前にいただいた資料で、この Q＆A の項目が非常にすばらしかった

ので、後でこの Q＆A をプリントアウトして、拝見させていただきまし

たら非常にわかりやすくて、良い取組だなと感じました。 

これは令和 4 年 9 月に Q＆A を取りまとめた、更新版を公表というこ

とで、実際には、令和 7 年 4 月に新制度の施行ということですので、結

構この間時間がありますよね。このぐらい、いろいろなプロセスの中で

丁寧にお取組みになられたのかなと思うのですが、その辺いかがでしょ

うか。 

(吉野課長) ありがとうございます。 

本格的に制度構築に取組み始めたのが、審議会で「中間のまとめ」が

出た時つまり令和 4 年 5 月です。そこから夏にかけてかなりギュッと事

業者ヒアリングを行いながら、Q＆Aを作ってきたと。それを 6月に公表

させていただいたところでございます。当時の Q＆A は半分ぐらいのボ

リュームでしたが、9 月に基本方針を策定し、12 月に議会と、制度施行

まではその当時からカウントすると 2 年あまり、そこからさらに事業者

ヒアリングも続けてまいりました。世の中の情勢の変化もあるので、例

えば電気代の上下であるとか、電波妨害の話であるとか、新たな課題が

出るというところも、順次、制度開始までは丁寧に、情報を更新・バー

ジョンアップしていく形で取り組んでおります。 

(奥部会長) この制度の対象事業者、特定供給事業者は二区分あって、義務対象者

と任意参加者がありますが、任意参加者の方は、事前に申請することに

なっているようですが、こちらの申請はあるのでしょうか。 

(吉野課長) 制度はまだ始まっていませんが、参加したいですと言っていただいて

いるところは複数事業者ございます。 
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環境性能を主として PRしたいところ。2万 m²の基準について、実際 1

年経ってみないとその供給量がわからないので、もう初めからギリギリ

であれば、制度に参加した方が良いと判断されるところもございます。

そのような、テクニック的に制度に参加したいという希望がある状況で

ございます。 

(岡田委員) ご説明ありがとうございました。 

Q&A に記載されているかもしれないのですが、1点ご質問させていた

だきます。 

今回の再エネ設備の導入の義務化については平米数に対する kW で目

標を設定されていますけれども、導入した後の CO₂の削減量の効果は、

どのタイミングで、どこが行うのか、もし決まっていらっしゃるようで

したらお伺いしたいのですが。 

(吉野課長) ありがとうございます。 

東京都では 2030 年までに太陽光パネル 200 万 kW、再エネは現在の 3

倍導入という目標を立てております。当然、我々の制度義務化を追うだ

けでは、達成ができないわけですが、その波及効果も含めて、達成をし

ていくものになります。Q&A に現在、この制度でどれだけの効果が見込

まれるかについて記載しています。 

報告書制度が始まりますと、実際のどのぐらい基準が達成されている

か、定量的にわかってきますので、まだその制度の取りまとめをどのよ

うに公表していくかは決まっていませんが、そこは必然的に、その達成

状況、各社の取組状況、都内でどのくらいかというところは公表されて

いくものかなと思っています。 

(奥部会長) 吉野課長どうもありがとうございました。 

非常に貴重な情報提供いただいて、参考にさせていただきます。それ

では、次の議事に移らせていただきます。議事（３）松戸市における再

エネ促進制度の設定方針についてということで、事務局からご説明をお

願いいたします。 

(事務局) 資料 2-1 松戸市の新築建築物供給状況についてということでまず、検

討の前提条件についてご説明をさせていただきます。データが非常に細

かいため、かいつまんでご説明をさせていただきます。 

2 ページ目、こちら国土交通省「建築着工統計調査」の非常にベーシ

ックな統計になります。松戸市内の新築建築物の着工状況について、

2020 年、2021 年、2022 年、2023 年まで見ますと、住宅系計は年々増加

している状況でして、大体 2,000 棟くらいでございます。いわゆる業

務・産業系計については 100 棟前後で推移し、2023 年 109 棟であるとい

う状況でして、スライドで確認いただければと思います。こちらの住宅
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系計は戸建てと、マンション両方を合算したものが統計の都合上を入っ

ておりますので、その 2 つを足し合わせた数だということでご了解いた

だければと思っております。 

続きまして 3 スライド目になります。今申し上げたのが、いわゆる新

築建築物の着工状況、そのフローで毎年どのくらい増えるかということ

の数量感をお示ししまして、この 3 スライド目は市内の建築物ストッ

ク、そのフローで毎年入れ替わるものが、既築を含めてどのぐらい棟数

あるかということでございます。こちらについては、総務省の「固定資

産の価格等の概要調書」に、木造と非木造の家屋の状況が出ておりまし

て、そこからストックの状況を把握しています。住宅系計については棟

数、延床面積ともに年々増加している状況でございます。業務・産業系

計について棟数自体は減っておりますが、延床面積は増加している状況

でございます。フローの方でも増加している中で業務・産業系計につい

ては、ストックの部分で取り壊しの棟数が減っているような部分もあり

ますが、延床面積は増えておりますので、やはり増加傾向がうかがえる

かなと思っております。 

以上が全体感のところでございまして、続きまして 4 ページ目でござ

います。4 ページ目につきましては、戸建てと共同住宅、いわゆるマン

ション系の 2 つがありますがそのあたりはどうなっているのだろうかと

いうことをお示ししております。直近の令和 5 年度調査の数字を見てい

ただきますと、戸建て住宅については、1,688 件建っているということ

でございます。その延床面積が大体 105m²くらいであるという状況でご

ざいます。マンションにつきましては、大体100～200件ぐらいで毎年、

建っているようで、令和５年度の 1 件あたり延床面積は 600m²弱でござ

いました。そのため、1,000m²以上の大きな建築物がたくさん建ってい

るわけではない状況を把握していただけるかなと思います。 

続きまして 5 スライド目になります。今、戸建て住宅とマンションに

ついてご説明差し上げましたけれども、業務・産業系についての状況が

載っております。こちら新築件数自体につきましては、40 件の年もあれ

ば、70 件近い年もございます。直近であれば 63 件ということでござい

ます。1 件当たりの延床面積も毎年バラついておりまして、令和 5 年の

調査につきましては 1,610m²でございました。ただし、令和 4 年度調査

の時点では、何か大きいものが建てられ、その平均が 2,500m²に達する

ということもありますので、過去から比べて大きなものが業務系では建

ってきているのだというところが見て取れます。 

続きまして 6 ページ目でございます。そうした中で、いわゆるその特

定建築物、2,000m²以上の建築物というのはどういうものがどのように

建っているのかということで、戸建て住宅以外のいわゆるマンションと
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業務・産業系建築物についての供給状況を見たものが 6 スライド目にな

ります。こちら見ていただきますと、2,000m²以上の建築物について令

和5年度調査で13件になります。その中で、マンションが6件、商業、

あと運輸、これは倉庫系だと思います。そして文教等の施設が続いてお

ります。 

続きまして 7 ページ目でございます。市内の新築建築物の供給事業者

の状況でございます。こちらのデータにつきましては松戸市さんの方か

ら、いわゆる建築確認申請時の民間台帳のデータをいただきまして、そ

れを地道に集計していった結果でございます。データ上は民間台帳なの

で、公共部門は含まれておりません。そのため若干前段で説明した数字

との乖離はございますが、民間の比率は大きいので、傾向としてはほと

んど変わらないと考えております。 

市内への新築建築物の状況で上の表を見ていただきますと、令和 5 年

度の建築主の事業者数が 885 でございます。こちらは市内に建築物を建

てている事業者が、885 事業者いるということになります。そのうち

1,000m²未満のところが 826 事業者ございまして、実に大半を占めてい

ることになります。1万m²以上が4社、5,000m²以上が6社あるというよ

うなところで、東京都の認可制度につきましては、2 万 m²以上が義務と

なっておりますが、松戸市でそれを適用すると、ほとんど対象事業所は

ないということになります。1,000m²未満のところ見ていきますと、そ

ちらで市内の供給総棟数の大体半分ぐらい。市内の供給総延床面積の 4

割ぐらいとなります。 

従いまして後程ご説明を差し上げますが、どのあたりに基準を持って

くるかについて、東京都は大きな建物が建つ一方、松戸市はやはり少し

小さめ事業者の方が数としても多いというところで、そちらが論点にな

ると考えております。 

資料 2－1の説明は以上でございます。 

 

続きまして資料の 2－2 の説明に入らせていただきます。資料１及び

資料 2－1 でご説明しました他都市事例の現状や、松戸市内の新築建築

物の供給事業者の状況によりまして、松戸市における再エネ導入促進制

度の設定方針を検討いたしました。 

まず、対象再エネ設備について、建築物省エネ法に基づく再エネ促進

区域の制度ということを本年度一緒に検討していくかと思いますが、そ

ちらの整合性や、地域においての再エネの最大限導入が求められている

ことを踏まえて、松戸市では、やはり太陽光以外についても、対象から

排除しきれない部分もあるのだろうということで、太陽光以外にも、そ

の他再エネ設備を対象としたいというふうに検討しております。 
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また、対象建築物について、こちらは他自治体制度と同様に、2 つの

区分に分けて出すことを検討いたします。まず 1 つ目としては延床面積

が 2,000m²以上の大規模、こちらは大規模建築物によるエネルギー消費

量が大きいことを踏まえて、対象とする判断でございます。2 つ目とし

ては、延床面積が 2,000m²未満の新築建築物になります。こちらは市内

の建築物のうち、中小規模の建物が占める割合が多いことや、国におい

ての新築戸建て住宅の 6 割に太陽光発電の設置が目指されていることを

踏まえて、対象とすることにしております。 

続きまして対象者の説明に参ります。延床面積が 2,000m²以上の大規

模建築物、こちらについては、建築主を対象者とすることを検討いたし

ます。2 つ目の 2,000m²未満の中小規模の建築物については、松戸市内

における新築建築物の約 8 割を占める戸建てへの効果的な再エネ導入促

進をするためにも、市内における建築物の供給量が年間一定量以上の建

築供給事業者を対象とすることを考えております。 

対象となる建築事業者の線引きについては先ほどもご説明した通り、

供給状況の実態を踏まえて、2 つのパターンを軸に検討をしています。

パターン 1 つ目が 2,000m²以上供給する事業者となっております。こち

らについては、先ほどのご説明の通り、市内の新築着工の棟数の約 40％

が 2,000m²以上に該当する部分でございます。延床面積ですと 2,000m²

以上の事業者は、約半分を占めておりますので、そういった点から国に

おける新築戸建ての 6 割目標に近づけていくという考えが背景にござい

ます。一方で実際の制度運用の観点から、2,000m²以上といった少し厳

しい基準を設けた場合の中小事業者への負担増大を考慮して、もう少し

上げて、川崎市や、東京都でも検討なさっていたところの 5,000m²も 1

つ軸として検討して参ります。 

3 ページ目に参りますが、設置基準量についてです。こちらは隣接す

る東京都の制度を参考に検討いたします。まず大規模建築物について

は、「建築面積×設置基準率×面積当たりの算定量」としまして、設置

基準率については、東京都及び川崎市における実績値などを参考に 5％

といったところで考えています。面積当たりの算定量は、NEDO による太

陽光パネルの面積当たりの発電量を参考に、0.15kW/m²と規定すること

を考えております。中小規模建築物に関する設置基準量ですと、「設置

可能棟数×算定基準率×2kW/棟」と考えております。算定基準率につい

ては東京都の制度を参考に、松戸市に隣接する東京都の葛飾区が含まれ

ている区分から 70％で考えております。こちらの図の緑の部分に該当す

るところになります。なお、棟あたりの基準量は、今後 ZEH レベルの新

築住宅が増えていくことも考えまして、ZEH 等支援事業における太陽光
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発電設備の設置実績が、最小 2kW 超であることを踏まえて、2kW と規定

するのが良いと考えております。 

続いて除外措置について、2,000m²以上及び2,000m²未満のいずれにつ

いても、建築物省エネ法の適用除外を応用して、それに加えて、

2,000m²未満ですと、屋根面積が小さいところについては、設置可能棟

数から除外する方向で考えております。 

代替措置については、既存建物への設置やオフサイト、再エネ調達な

ど設置が困難である場合にも再エネの導入が促進されるように、代替措

置を検討しております。 

以上資料 2-2 についての説明を終わります。 

(奥部会長) ありがとうございました。 

それではただいまご説明のあった内容について、意見交換に入る前

に、まずクリアにしておきたい点などございましたら、お願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。事務局に確認したい点などございます

か。 

資料 2-1 の方から、先ほどデータを地道に集計していただいたという

ことでしたけれども、この民間台帳のデータというのは、民間の指定管

理検査機関が持っているデータということですか。松戸市が受けた、建

築確認申請の分は入っていないということでしょうか。 

(事務局) 松戸市の建築確認申請は、今民間の方にお願いしておりまして、市で

は台帳という形で整理はしていないので、今回おおよその成立を見るた

めの資料を作ったので除外させていただいております。 

(奥部会長) おおよそのというのは、これで大半がカバーできているという理解で

いいのか、データとして整理してなくても、松戸市で、建築確認申請を

受けている部分について、何件ぐらいあってそれが無視できる範囲なの

かを確認できないと、このデータベースに議論していいのかがわからな

いです。 

(事務局) かなり無視していいレベルかなと思っています。 

(奥部会長) 本来であれば、それも入れた上で、ちゃんと集計していただくのが正

確なところだと思いますけれども。無視してもいいと本当に判断してい

いのかについて、私は責任持てませんけど。市の方でそのようである

と、わかりました。 

(事務局) 今の補足ですが、こちらの民間台帳はいわゆる民間の建築物という意

味合いです。事業者が民間で建てたものをカバーしているということに

なります。 
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国交省のデータでは、公共を含んで、2023年に 2,091 件で、こちらの

民間部分が 1,950 件になりますので、残り 100 ちょっとくらいの感じに

なりますので、概ねカバーしていると見ていいのかなということのデー

タになります。 

(奥部会長) そういうことですか。特定行政庁として松戸市が申請を受けた分も入

っているということですね。 

(事務局) 入っているということです。 

(奥部会長) わかりました。そこさえクリアになればいいのですけど。 

(事務局) 今の形で進めていただいて、ニーズがあればまた後で確認をしておき

ますけれども、現状この形でやっていただければ大丈夫です。 

(芦名委員) 資料 2-1 で細かい点 2 点だけですけれども、スライド 4 とスライド 5

について、スライド 4 の方は、下の共同住宅の方で、スライド 5 の方は

令和 4 年の調査のところで、それぞれピーク的に上がっていますが、こ

れは大体これが建ったからみたいなその辺の勘所はすでに掴んでらっし

ゃるということでよろしいでしょうか。要はこのピークが、令和 5 年度

が下がったと見るのか、令和 4 年に上がったと見るのかで、変わってく

るかと思いますので、念のため確認させていただければと思います。 

(事務局) 先ほど申し上げました台帳の中に、細かいデータがあります。 

従いまして、これの個別がどうかというのは把握してございますの

で、というところにはなります。 

産業・業務系でこの上がった、下がったのところで、大きくガタガタ

出ているところは、おそらく物流系に関連していて、その辺の予測が今

後できるかですけれども、延床面積的に増加傾向としては間違いないか

なと思います。 

(芦名委員) 共同住宅系は、大体この辺といった感じは取っておられるのでしょう

か。それも把握は可能ということでしょうか。別に個別にここの建物が

あって等、そこまではいらないですが。 

(事務局) 共同マンションも把握可能です。 

(芦名委員) わかりました。 

特に共同住宅の方が、令和 4 年度が下がって、令和 5 年度にまた戻っ

てきているような雰囲気もあり、その辺りどういった傾向かを押さえて

おいていただけるとありがたいかなと思います。 

(事務局) わかりました。ありがとうございます。 
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(芦名委員) 資料 2－2 ですけれど、今出ているところで、議論なのか確認なのか

は微妙ですけれども。 

再生可能エネルギーについて、太陽光以外に風力、水力、地熱、バイ

オマスを対象にするとしてありますが、これ実現性はどうなのでしょう

か。あまりにも非現実的なものを対象とするのは、何か本質的ではない

ような気がするので、そういった実現性も踏まえてこうしたのか、或い

はもう単純に、端書きで書いていただいている通り省エネ法に書いてい

るからこうしたのか、その辺りはどちらになるのでしょうか。 

(事務局) おっしゃる通り、実現性というところになりますけれども、やはり中

小規模のものですと実現性はかなり低くなってくるとは思います。ただ

大規模のところですと、地中熱等そういったところは、一定程度、実験

的に入れていらっしゃるところもあるかと思いますので、代替措置では

ないですけれども、そういった面で太陽光が入れにくいところで検討い

ただければ、再エネの促進という点から、やはり一定含める必要がある

という考えのもとで、現状では入れさせていただいております。 

(芦名委員) 風力は REPOS のポテンシャル量でもゼロになっていますし、現実的に

どこまでできるのかなと。水力は河川に入れればいいのかもしれないで

すが、そのあたりは少し丁寧に考えていただいてもいいのかなと思いま

す。 

特に風力は、建てたはいいけど回らないような事態が発生すると問題

になりますので、できないのであれば、あまり積極的に対象にしなくて

もいいのかなとは思います。その辺りは、少し実現性も考えつつ、設定

していただいた方がいいかなと思います。 

(事務局) おっしゃるところもあると思いますので、再度検討させていただきま

す。 

(奥部会長) よろしくお願いいたします。私も全く同じ意見です。 

やはりしっかりとポテンシャルを踏まえた上で、ここは見極めるべき

ところだと思います。先ほど東京都の話でも太陽光と太陽熱、地熱まで

は対象にしていましたけれども、また、ミックスもあるのかもしれませ

んが、風力、水力、バイオマスも、最初から位置づけてしまっていいの

かというのは疑問があります。位置づけるのであれば、それなりの根拠

を持って、示さないといけないかなと私も思いますので、そこはしっか

りとご検討いただければと思います。 

(事務局) 事務局の話にはなりますが、実はこの対象事業者が一体どこなのか、

例えば 1 位はどこなのかは個別データなので、本日開示できてないとこ

ろではありますが、上位に大手の名前もちらほらはあります。そのた
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め、大手として、多分風力とかはないと思いますが、熱系等を入れてく

る可能性はあるので少し残しておこうといった話は事務局サイドでして

いました。あまりにも非現実的なものは除外することもありうるかなと

考えておりますので、そのあたりは中身を見て検討させていただきたい

と考えております。 

(奥部会長) わかりました。 

資料 2 で対象者として、2,000m²以上というところが、まず示されて

おります。後ろに 5,000m²と比較しての数字が表では、他の 3,000m²、

4,000m²も入っておりますけれども、パターンとしては 2,000m²と

5,000m²で今、お示しいただいております。 

こちら新築建築物といった場合は、これ住宅に限らないのですか。 

(事務局) 住宅に限らないものです。 

(奥部会長) 住宅に限らず、戸建てにも限らないと。国の方で示しているのは「新

築戸建てで 6 割太陽光発電設置」で、それを前提に、松戸市としてどこ

までを対象にして、新築戸建てに入れるのかを議論するのだとすると、

新築戸建ての数を示さないと、その議論の前提がずれてしまうように感

じます。 

(事務局) この中の 8 割程度が戸建てではありますが、対象とする建築物が、

2,000m²未満の新築建築物で住宅に限らない部分もありましたので、一

応全体の傾向をお示ししております。ただおっしゃるように戸建ての部

分についてもデータはございますので、まとめて、また再度お示しする

ことは可能と考えております。 

(奥部会長) これは住宅に限らず2,000m²以上かもしくは5,000m²以上か、2パター

ンで考えましょうということですね。 

(事務局) こちらの5,000m²のところですけれども、5,000m²に該当する建築主の

事業者数が、令和5年度末で10社ございまして、そのうち大規模建築物

に該当するものを建てている事業者は、5 社いるということになってお

ります。 

なので、2,000m²未満だけのところを申請しなければいけなくなると

いうところが、5社に限られるとなっております。 

私どもの設定したやり方も踏まえて、もう少し考えさせていただきま

すので、そこは新築戸建てだけで見るのか、その他も含めるのかはもう

1回検討させてください。 

(奥部会長) 今日中にこういう方向で、とはなかなか決められないと思います。ご

意見をいただき、疑問点も含めて、十分に議論していただく、そもそも
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松戸市役所の中でもどうするのか、もう少し検討していただいた方がい

いかなとは思います。 

相模原市はもう答申を出す段階には来ていますけれども、やはり新築

戸建て、6割に近いところで、5,000m²以上にしていたはずですね。戸建

てに限らず、5,000m²以上の対象棟数の中の戸建ての棟数がどれだけな

のかっていうのも出した上で、両方の割合を見て、戸建ての棟数でも

56％ぐらいいくので国が示して 6 割に近い数字ですと説明をしていまし

た。 

そのため、どのように説明するのかというところもありますので、も

う少し検討数も押さえていただいた上で議論したほうがいいかと思いま

す。 

(事務局) そこも含めて事務局の方で検討します。 

(奥部会長) これは今後のスケジュールとも関連しますが、今画面で共有していた

だいている部分を改めて、しっかりと市の方で検討していただいて、そ

れはまたこの場で議論すると、それで時間的には大丈夫ですか。 

(事務局) 今回会議の回数が 5 回ありますので、一応この制度の議論に関しては

次回までになっていますが、まだ疑義がある場合は少し延長する形で、

先の回に見送ることもできるかなと思っています。 

 

東京都の吉野課長への質問になってしまいますが、2 万 m²以上供給す

る事業者の設定は、前年度に例えば 2万 m²実績がある場合でしょうか。

それともその当該年度に建築物を施工して、その累計が 2万 m²を超える

ような事業者が、年の途中から設置義務がついたりするのでしょうか。 

(吉野課長) 当該年度ということです。例えば来年令和 7 年度から制度が開始しま

すが、令和 7年度の 1年間を終えてみて 2万 m²以上が結果として対象に

なっていれば、そこから報告書を提出していただくと、そういう制度に

なっております。 

(事務局) ありがとうございます。 

(奥部会長) あとは、おそらくもう少し議論すべきところとしては算定基準率につ

いて、東京都葛飾区に近いから 70％でしたか。そういう考え方でいいの

かというところもあるかと思います。 

ここも先ほどのポテンシャルの話と同様で、どれだけそのポテンシャ

ルがあるかというところで、考えるべきなので、それももう少しご検討

いただいて、理由をご説明していただくようにお願いしたいと思いま

す。 
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(事務局) 奥先生ご存じかと思いますが、相模原市に 1 回ヒアリングを実施した

ところ、ある程度隣接するところと同じような数値を使っていらっしゃ

るようでした。町田市や八王子市は 85%に設定されていて、隣接してい

るから相模原市も同様にという理由でよろしかったでしょうか。 

(奥部会長) 相模原市の方も、東京都の区分を参考にという話だったかと思いま

す。 

(事務局) それも踏まえて他の市も考えてみないといけないわけですが、隣接し

ている葛飾を見るのは可能性としてあるかなと。そこは考えさせていた

だきます。 

(奥部会長) あとは先ほど、任意でも 85％で全域やりますといった、東京都の制度

のような、別の区分を設けるかどうかもあるかもしれません。 

(事務局) 先ほどの戸建ての 6 割の話についてデータを確認したところ、戸建て

の該当する 6 割を満たすところですと、低いラインになってしまうとこ

ろがあります。 

個人の名前等も建築主として上位には台帳にはあって、なかなかちょ

っとそこまでいくと厳しいのではないかと。中小系の工務店さんとかも

絡んでしまいますので、再検討させて頂きます。 

(芦名委員) 今の話の流れになりますが、東京都だと基準の数字よりも低いけれど

も任意で参加しますよという制度を作っていただいているということで

はあるので、そういったところを少し参考にしながら、基準としては

2,000m²以上にはするのだけれども、このぐらいの規模の事業者さんは

どうですかというような推奨のようなそういった制度のタテツケにする

のも良いのではないかと話を伺って感じるところではあります。 

もう 1 つちょっと前の話に戻ってしまうのですけれども、先ほど葛飾

区を見て 70％だと、そんな話がありましたけれども、今後、この制度は

千葉県内の方にも展開していくであろうと推察されます。もちろん東京

都からも学ぶところは多かろうと思いますが、千葉県の松戸市としてこ

ういうふうに考えているというのが他の県内の自治体さんにとって参照

するためにはその数字の設定どうしていくとか、基準の考え方をどうし

ていくかみたいな部分は、しっかりと良い機会ではあるのでまとめてい

ただいた方が良いのではないか感じます。もちろんできるところと、で

きないところがあろうかと思いますが、可能な範囲でご検討いただけれ

ばと思います。 

(奥部会長) ありがとうございます。非常に重要なご意見だと思います。今のご意

見も意識しながら、今後の作業も、その根拠をしっかりと示していくと

いうところをお願いしたいと思います。 
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松戸市で新築戸建ての 6 割というのは、現実問題としては難しかろう

と思いますので、もう少しこう、ある意味スモールスタートで、徐々に

拡大していくこともあるかもしれません。芦名委員がおっしゃったよう

に、任意で参加するという部分を、東京都の制度に倣って設けるという

のもあるかもしれませんね。例えば、5,000m²以上は義務化だけれども

2,000m²以上だと、任意参加にするという切り分けもあるかもしれませ

ん。いくつかパターンをまた整理していただければと思います。 

 

それでは、議事（４）再エネ導入促進区域の検討について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

(事務局) それでは資料 3 についてご説明をさせていただきます。まず再エネ促

進区域の検討についてです。 

まず 2 ページ目ですが、今回の検討については建築物省エネ法に基づ

いた再エネ促進区域制度ということで、国土交通省の改正建築物省エネ

法、令和 4 年 6 月公布により、制度を創設して本制度については令和 6

年度に設定となっております。市町村は促進計画を作成公表し、計画対

象区域内において建築士から建築主に対する再エネ利用設備についての

説明義務を課し、建築基準法の形態規制の特例許可等の措置ができると

いう内容でございます。 

関連する制度として、3 スライド目で、表左側が今ご説明差し上げた

建築物省エネ法に基づく再エネ促進区域で、右側が環境省の温対法の再

エネ促進区域でして、そこを整理させていただいております。左側につ

いて、今回の建築物省エネ法は、制度の目的として、形態規制の特例許

可を用いて再エネ利用設備の導入を促進することとなっております。他

方、環境省の温対法に基づく促進区域については、円滑な合意形成の他

に、地域のメリットにもつながる地域と共生する再エネ事業の導入を促

進するということとなっております。区域に適用される措置としては、

建築物省エネ法の方が先ほどご説明した通り、形態規制の合理化がござ

います。温対法については、区域として、広域ゾーニング型、地区・街

区指定型、公有地・公共施設活用型、事業者提案型等が想定されてお

り、こちらについて導入する市町村が増えているという状況です。さら

に当該区域へのワンストップ化の手続き、環境アセス事業の進め方とい

うところも区域内に適用される措置としてはございます。これら両制度

のポイントとしては、建築物省エネ法は、建築物が出発点になっており

ますので、それを主眼に置いているところがございます。さらには建築

基準法の規制緩和があり、事業者さんにとっては、何をどこまで設置す

るというところが明らかになりやすいということがございます。環境省
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の温対法の再エネ区域は、面的な区域を指定して再エネ導入を進めてい

くのだと掲げています。 

本部会の本年度におきましては、特に建築物への再エネ設備の導入を

課すというところで、議論いただいておりまして、温対法の制度もあり

ますので、両制度を比較してご説明させていただきました。 

 

続いて資料 4－1 で、今のお話の中で、建築物省エネ法の再エネ促進

区域について設定が進んでいる横浜市の事例でございます。 

検討内容としては、再エネ促進の計画、説明制度、そして説明結果に

ついての報告制度という 3つを検討しているということでございます。 

検討状況としては、再エネ設備の設置の促進に関する計画の策定につ

きましては、今年の 4 月の国の改正建築物省エネ法の施行に合わせて、

今年の 1～2 月に計画案を公表して市民意見を募集し、実際に促進計画

を策定しております。形態規制の緩和の許可基準は本年度中に作成する

こととしておりまして、8～9 月に案を公表し市民意見を募集している状

況でございます。促進計画で定める事項としては、区域設定について、

横浜市は横浜市全域を促進区域として設定しております。再エネ設備の

種類対象は、太陽光と太陽熱の 2 つです。形態制限緩和許可の特例適用

要件については、ソーラーカーポートを含む、太陽光発電設備又は太陽

熱設備でございます。建築主等への開発及び知識の普及等の支援という

ことで、円滑な制度履行のための建築士向けの講習会、また、相談窓口

を設置するとのことでございます。 

2 ページ目が形態規制の許可基準案ということで、この 8 月 9 月に案

が公表されて市民意見を募集された内容でございます。こちらの容積

率、建蔽率、高さ、高度地区、それぞれで関係部分がどこか、限度がど

こかを設定している中身でございます。 

3 ページ目につきましては、再エネ設備・省エネ性能に関する説明制

度ということで、市民意見について令和 7 年度 1～2 月に意見を募集し

て、6 月に条例で議決するという状況でございます。この中で建築主へ

の説明制度の内容で、左下の、説明にかかる図書の保存期限を何年にす

るかという内容が、市民意見募集に関わっている状況でございます。 

さらに説明結果についての報告制度も設けておりまして、そちらにつ

いても資料に記載の通りでございます。以上が横浜市の検討内容となっ

ております。 

 

続きまして資料 4－2の説明に入らせていただきます。 

こちら制度検討の背景を改めて整理させていただきますと、まず区域

内の再エネの普及に向けて、再エネ設備を導入しやすい環境の整備が求
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められます。改正建築物省エネ法において、建築士の性能向上努力や、

説明努力義務、住宅トップランナー制度の拡充、建築物再エネ利用促進

区域の制度が創設されたことが大きなポイントとなっております。そし

て、再エネ促進区域を設定することで、促進区域内において建築士に再

エネ利用設備の設置に係る説明義務が生じる他、建築物に対する高さ制

限といった特例許可を設けることが可能となります。こうした状況を踏

まえ、松戸市においても民間公共施設での再エネ導入促進に向けた、再

エネ促進区域の設定の検討が必要という経緯でございます。 

促進計画に定める事項としましては、横浜市の事例も参考にしなが

ら、検討してまいりますが、まず促進区域の位置及び区域については、

市全域で検討していく方向で考えております。再エネ設備の種類につい

ては先ほどの議論に上がりましたこともありますので、一旦はここで導

入促進制度との整合を図るということで、太陽光以外を、記載しており

ますけれども、そちらの方の議論も踏まえて、どういったものを対象に

するのか、今後検討させていただきます。また、形態制限の緩和許可の

特例適用要件についても、今後議論していく必要があると考えておりま

す。 

続きまして建築士の説明義務制度について、建築物省エネ法に基づき

専門的知識を有する建築士から建築主に対して、再エネ設備の導入効果

を説明する制度になります。 

こちら建築士の方からご説明いただくことで、さらなる制度の周知

や、再エネの導入が促進されていくという効果も見込まれますので、説

明義務制度のほうも、条例に含めていければと考えております。 

また促進計画に定める特例適用要件についてですが、こちらは形態制

限の緩和許可に該当する部分となります。再エネ設備の設置に伴う建築

基準法の容積率、建蔽率及び建物の高さに関する制限に対して許可制度

を定めることが可能となりまして、こちらの検討もさせていただければ

と思っております。こちらの具体の要件については、次回以降に方針を

示させていただく見込みになります。 

以上、資料 4－2について、駆け足での確認となりました。 

(奥部会長) ありがとうございます。 

では、もう時間も押し迫っておりますので、ご質問ご意見、いずれで

も構いません。お願いいたします。 

(芦名委員) 確認ですが、今回ご提案いただいている再エネ導入促進区域を設定す

ることで、先ほどまで議論していた導入の義務化に対処するにあたっ

て、それこそ高さを超えるから実は入れられないような問題が解消でき
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る。そのために合わせて入れたいと、そういう趣旨だと理解しておいて

大丈夫でしょうか。 

(事務局) そういった部分も、お互いフォローができて全体として太陽光を広げ

ていきたいなと考えているところです。 

(奥部会長) ありがとうございます。 

有田委員から Q＆A の方に入力されている内容ですけれども、対象建

築数がどの程度に及ぶかによりますが建築基準法上の特例許可の手続き

が必要となる際に建築審査会の運営実務への影響も踏まえつつ、事前明

示的な評価基準をあらかじめどこまで詳細に決めておけるか、審査会が

同意する際に明示基準を満たしていれば一括同意対象となるような基準

として、事業者にとっての事前予見性を高めることは可能か、もしくは

プロジェクトは 1 件ごとに個別性が高く個別に評価することが必要にな

りそうか、具体例を通じたケーススタディが必要ではないか、というお

話ですが、これも先ほどご説明のあったように、特例許可基準を、定め

るということになりますので、もうすでにご説明の中でお答えていただ

いているという理解で大丈夫でしょうか。 

(事務局) 奥先生もおっしゃった通り、資料の中での説明の通りとなっておりま

す。 

(濱島副部会長) 再エネ促進区域制度は、この温対法に基づくものと、建築物省エネ法

に基づく、2種類があるということで、まずよろしいですよね。 

まずそれが確認の 1 点目で、2 点目が今回松戸市として、検討しよう

としているのが、建築物省エネ法に基づく再エネ促進区域制度である

と。温対法に基づく再エネ促進区域制度は、事業計画の確認を国がやる

ような、確かそのようなスキームだったと思うのですけども、この建築

物省エネ法に基づく再エネ促進区域制度は、特にこの国の事業計画の確

認ですとか、その辺りを教えていただければと思います。 

(事務局) 奥先生の方がお詳しい部分もあるかと思いますが、再エネ促進区域制

度と呼ばれるものについては国土交通省、もう 1 つはご指摘の通り、環

境省のところで再エネ促進区域という設定をしますと。これ正式には地

域脱炭素化促進事業の定めるものの中の重要な区域設定してということ

なのでほぼ同じで、名称として再エネ促進区域というものが 2 つあると

いう理解になります。 

事業計画については、環境省の温対法に基づく方も、基本市町村が確

認するということになっているので、これを国がチェックするというこ

とはないです。ただ再エネ区域設定は国や県の基準をしっかり満たした

上で、市町村がこの事業のあり方を設定して、そのあとでその事業を実
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施しますというところになります。大規模事業が発生した場合は、アセ

ス事業等もあり得るので国が関与してこないということはないとは思い

ますが、基本的には市町村が定めて市町村で決めて主体的に実施すると

認識しています。 

(奥部会長) 今回は建築物省エネ法に基づく促進区域について検討していくと、ま

ずはそちらを松戸市としては先行させて検討していくということです

ね。 

それでは、よろしければ、最後その他ということになりますけれど

も、何か事務局からございますでしょうか。 

(事務局) 奥部会長ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましては本日忌憚のないご意見を賜り、誠にあり

がとうございました。 

閉会の前に事務局より、第 3回の部会に関してご連絡いたします。 

次回の部会は 11 月 21 日木曜日、午前 10 時から、オンライン会議で

の開催を予定しております。以上となります。 

(奥部会長) それでは本日は以上をもちまして、第 2 回松戸市脱炭素専門部会を終

了いたします。長い時間にわたりまして、どうもありがとうございまし

た。 

議事進行にもご協力いただきありがとうございました。では司会を事

務局にお返しいたします。 

(事務局) 本日は長時間にわたりありがとうございました。以上をもちまして終

了とさせていただきます。ありがとうございました。 

【議事終了】  

 

ウェビナーチャット上で質問・回答 

（吉野課長） 先ほどご質問をいただきました「代替措置の上限２割の考え方」で

すが、「住宅用（10kW 未満）太陽光発電の新規導入件数の２割程度が既

存住宅であることを踏まえて設定したもの」でした。先ほどはご回答

できず申し訳ございませんでした。 

（有田委員） 既に皆様ご議論頂いているかもしれず、また私の理解が正確か心元

ございませんが、頂いた資料内容に関し以下の点につき今後検討が必

要かと推察しております。 

・対象建築数がどの程度に及ぶかによりますが、建築基準法上の特例

許可の手続きが必要となる際に、建築審査会の運営実務への影響も

踏まえつつ、事前明示的な評価基準を予めどこまで詳細にきめてお

けるか。 
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・審査会が同意する際に事前明示基準を満たしていれば、一括で同意

対象となるような基準として、事業者にとっての事前予見性を高め

ることは可能か。 

・それともプロジェクト１件ごとに個別性が高く、個別に評価するこ

とが必要になりそうか。 

・事前に具体事例を通じたケーススタディをすることが必要になるの

ではないか。 

ということを推察致しました。ご検討頂ければ幸いです。 

 

以 上  


